
国
保

被
保

険
者

の
職

業
別
世

帯
数

構
成

割
合
（
世

帯
主
）

（全
国

・
京
都

府
）

25
.4
%

3
0.
5%

14
.3
%

1
5.
6%

19
.5
%

3
2.
7%

23
.6
%

2
6.
0%

1
9.
7%

55
.4
%

5
5.
2%

0
.9
%

3.
9%

13
.4
%

4
2.
1
%

2.
4%

2.
8%

3.
7%

6
.4
%

6
.6
%

0
%

20
%

40
%

60
%

80
%

1
00
%

全
国

(S
4
0
)

全
国
(S
60
)

全
国
(H
1
9
)

府
(H
1
9
)

農
林
水
産
業

被
用
者

無
職
者

自
営
業

そ
の
他

市
町
村
国
保
の
現

状
○
各
市
町
村
が
運
営
す
る
国
民
健
康
保
険
（
市
町
村
国
保
）
は
、
国
民
皆
保
険
を
支
え
る
重
要
な

 
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
だ
が

、
現

在
で
は

非
常

に
厳

し
い
状

況
。

府
内
市
町
村
の
財
政
状
況
（
平
成
１
０
年
度
→
平
成
２
０
年
度
）

・
累

積
収

支

 

＋
1
0
6
.0
億

円

 

△
4
1
.0
億

円

・
実

質
赤

字
の

保
険

者
数

 

4
5
.5
％

(2
0
/
4
4
)

 7
6
.9
％

(2
0
/
2
6
)

 

※
一
般

会
計

か
ら
の

任
意
繰

入
分

等
を
除
外

国
保
世
帯
の
所
得
階
層
の
推
移

(全
国

)
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一
人
当
た
り
医
療
費
と
保
険
料
の
推
移

一
人
当
た
り
医
療
費
と
保
険
料
の
推
移

資
料

：
国

民
健

康
保

険
事

業
年

報

一
人

あ
た
り
保

険
料

（
税

）
（
調

定
額

）

6
3
,0
1
0

京
都
府

8
4
,5
1
5

5
7
,8
5
5

8
7
,7
1
9

全
国

5
5
,0
0
0

6
0
,0
0
0

6
5
,0
0
0

7
0
,0
0
0

7
5
,0
0
0

8
0
,0
0
0

8
5
,0
0
0

9
0
,0
0
0

S
6
3

H
2

H
4

H
6

H
8

H
1
0

H
1
2

H
1
4

H
1
6

H
1
8

(円
)

一
人

あ
た

り
保

険
給

付
費

（
一

般
の

み
）

京
都
府

1
2
3
,9
4
8

2
2
4
,0
8
4

1
1
6
,0
4
6

全
国

2
2
1
,7
1
1

1
0
0
,0
0
0

1
2
0
,0
0
0

1
4
0
,0
0
0

1
6
0
,0
0
0

1
8
0
,0
0
0

2
0
0
,0
0
0

2
2
0
,0
0
0

2
4
0
,0
0
0

S
6
3

H
2

H
4

H
6

H
8

H
1
0

H
1
2

H
1
4

H
1
6

H
1
8

(円
)
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全
国

の
国

保
保

険
料

（税
）負

担
率

0.
0

1.
0

2.
0

3.
0

4.
0

5.
0

6.
0

7.
0

8.
0

9.
0

10
.0 昭

和
63

年
度

平
成

２
年

度

平
成

４
年

度

平
成

６
年

度

平
成

８
年

度

平
成

10
年

度

平
成

12
年

度

平
成

14
年

度

平
成

16
年

度

平
成

18
年

度

負担率（％）

政
管
健
保
保
険
料
率
（
被
保
険
者
本
人
分
）

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

9
.0

1
0
.0

昭
和

63
年

度

平
成

２年
度

平
成

４年
度

平
成

６年
度

平
成

８年
度

平
成

10
年

度

平
成

12
年

度

平
成

14
年

度

平
成

16
年

度

平
成

18
年

度

保険料率
（％）

※
平
成
１
４
年
度
ま
で
は
、
賞
与
の
収
入
を
含
め
て
料
率
を
計
算
し
て
い
る
。

国
民
健
康
保
険
と
健
康
保
険
の
保
険
料
負
担
の
推
移

国
民
健
康
保
険
と
健
康
保
険
の
保
険
料
負
担
の
推
移

○

 
国

民
健

康
保

険
の

収
入

に
占

め
る
保

険
料

の
割

合
（
負

担
率

）
は

平
成

３
年

度
以

 
降

、
ほ

ぼ
一

貫
し
て
上

昇
。

○

 
一

方
、
政

管
健

保
（
現

：
協

会
け
ん
ぽ

）
の

負
担

率
は

ほ
ぼ

横
這

い
。

政
管

健
保

の
２
倍

以
上

平
成
３
年
度
よ
り

 
５
５
％
増

平
成
３
年
度
よ
り

 
６
％
増

（
資

料
：
厚
生

労
働

省
保

険
局

 

国
民

健
康
保

険
実

態
調

査
報

告
）

（
注
）
平
成
２
２
年
３
月
分
か
ら
保
険
料
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
（
京
都
府
９
．
３
３
％
、

 
本
人
分
４
．
６
６
５
％

）
。
そ
の

結
果

、
平
成

３
年

度
よ
り
２
１
％

増
。
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保
険

料
(税

)収
納
率
の
推
移
（
市

町
村
国
保
） 資

料
出
所
：
厚
生
労
働
省
資
料
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一
般
会
計
繰
入
金
と
普
通
交
付
税
の
推
移

一
般
会
計
繰
入
金
と
普
通
交
付
税
の
推
移

一
般
会
計
繰
入
金
の
推
移

40608010
0

12
0

14
0

昭
和

63
年

度 平
成

２
年

度 平
成

４
年

度 平
成

６
年

度 平
成

８
年

度 平
成

10
年

度 平
成

12
年

度 平
成

14
年

度 平
成

16
年

度 平
成

18
年

度 平
成

20
年

度

金額（億円）

普
通
交
付
税

の
推
移

1,0
00

1,1
00

1,2
00

1,3
00

1,4
00

1,5
00

1,6
00

1,7
00

1,8
00

1,9
00

2,0
00

2,1
00

2,2
00

昭和63年度

平成元年度

平成２年度

平成３年度

平成４年度

平成５年度

平成６年度

平成７年度

平成８年度

平成９年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

金額（億円）

○

 
市

町
村

一
般

会
計

か
ら
国

保
特

会
へ

の
繰

入
金

は
、
段

階
的

に
上

昇
。

○

 
一

方
、
普

通
交

付
税

は
平

成
１
２
年

度
を
ピ
ー
ク
に
減

少
。

（
資

料
：
京
都

府

 

国
民
健

康
保
険

事
業

概
要

）

（
資

料
：
京
都

府

 

市
町
村

決
算
統

計
資

料
）

平
成
２
０
年
度
内
訳
：
制
度
分
（
保
険
基
盤
安
定
繰
入
金
（
府
補
助
分
を
除
く
）
、
職
員

 
給

与
費

等
繰

入
金

、
出
産

育
児
一

時
金

等
繰
入
金
、
財
政
安
定
化
支
援
事
業
繰
入

 
金
）
約
９
５
億
円
、
そ
の
他
約
３
７
億
円
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１　目　的

２　試算方法

３　地域差指数による補正

　○　地域差指数とは

　　　同じ所得・世帯構成であっても、市町村によって保険料率が異なる結果、保険料の格差が
　　生じている状況を定量的に把握するため、複数のモデル世帯を設定し、各市町村の保険
　　料を試算するもの。

　○　年齢、所得、世帯構成を勘案し、モデル世帯として、７つのケースを設定。
　　　　（モデル世帯の具体的な設定は次ページ参照）
　○　平成２１年度の各市町村の料率を用いて試算。

　（留意事項）
　　・保険料は介護分を除く。
　　・資産割額については市町村ごとの単純平均値により試算。

　　　　　地域差指数とは年齢補正をした医療費の地域差（全国平均＝１．０）を各市町村ごとに
　　　 厚生労働省が計算したもの。
　　　　　地域差指数が高いほど、その市町村における医療の受診程度が高いことになる。

　　　保険料は医療費の多寡に大きく影響される。例えば、地域によっては診療施設が身近に
　　ないため医療費が低く、結果として保険料が抑えられていることも考えられる。 そうした要
　　素を排除し、府内の全ての住民が同程度の医療を受けられると仮定した場合の保険料を試
　　算するために、地域差指数で補正を行った。
　　　この試算により、地域の医療資源状況が同じであった場合の保険料の状況を示すことが
　　できる。

市町村国保の保険料比較について
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ケース１ ←軽減なし
給与所得控除 軽減判定所得 基礎控除 所得割基礎額

Ａ（本人） (給与) 2,500,000 930,000 1,570,000 330,000 1,240,000

Ｂ（妻） (給与) 1,000,000 650,000 350,000 330,000 20,000

1,920,000 1,260,000

ケース２ ←原則２割軽減
給与所得控除 軽減判定所得 基礎控除 所得割基礎額

Ａ（本人） (給与) 1,500,000 650,000 850,000 330,000 520,000

Ｂ（妻） (給与) 1,200,000 650,000 550,000 330,000 220,000

Ｃ（子） 0

Ｄ（子） 0

1,400,000 740,000

ケース３ ←軽減なし
給与所得控除 軽減判定所得 基礎控除 所得割基礎額

Ａ（本人） (給与) 2,500,000 930,000 1,570,000 330,000 1,240,000

Ｂ（妻） (給与) 1,000,000 650,000 350,000 330,000 20,000

Ｃ（子）

Ｄ（子）

1,920,000 1,260,000

ケース４ ←７（６）割軽減
公的年金控除 軽減判定所得 基礎控除 所得割基礎額

前期高齢者 Ａ（本人） (基礎年金） 800,000 800,000 0 0 0

前期高齢者 Ｂ（妻） (基礎年金） 800,000 800,000 0 0 0

0 0

ケース５ ←原則２割軽減
公的年金控除 軽減判定所得 基礎控除 所得割基礎額

前期高齢者 Ａ（本人） （厚生年金） 2,000,000 1,350,000 650,000 330,000 470,000

前期高齢者 Ｂ（妻） （基礎年金） 800,000 800,000 0 0 0

650,000 470000

ケース６ ←７（６）割軽減
公的年金控除 軽減判定所得 基礎控除 所得割基礎額

前期高齢者 Ａ（本人） （基礎年金） 800,000 800,000 0 0 0

ケース７ ←原則２割軽減
公的年金控除 軽減判定所得 基礎控除 所得割基礎額

前期高齢者 Ａ（本人） （厚生年金） 2,000,000 1,350,000 650,000 330,000 470,000

収入

夫婦世帯

●市町村国保料の推計を行う際のモデルケース

収入

収入

高齢単身世帯（厚生年金あり）
収入

夫婦＋子供２人（中間所得）

夫婦＋子供２人（低所得）

高齢夫婦世帯（厚生年金あり）
収入

高齢単身世帯（基礎年金のみ）
収入

収入

高齢夫婦世帯（基礎年金のみ）
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）
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２
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本
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上
位

３
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）
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．
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9
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名
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差
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数
補
正
後
）

協
会
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ぽ
と
の
差

最
高
位

25
5,
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0円

15
3,
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0円

２
番
目
に
高
い

23
4,

43
9円
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2,

06
9円

３
番
目
に
高
い

23
1,

92
4円

12
9,

55
4円

３
番
目
に
低
い

17
9,

15
4円

76
,7

84
円

２
番
目
に
低
い

14
8,

13
0円

45
,7

60
円

最
低
位

13
7,

33
4円

34
,9

64
円

協
会
け
ん
ぽ
保
険
料

（
本
人
分
）

 

10
2,

37
0円

国
保

保
険

料
市

平
均

20
1,

18
8円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

20
2,

10
6円

ケ
ー
ス
１

 

夫
婦
二
人
世
帯

夫

 

25
0万

円
（
給
与
収
入
）

 

妻

 

10
0万

円
（
給
与
収
入
）

〔
地

域
差

指
数

（
受

診
程

度
の

差
）
補

正
後

の
保

険
料

〕

〔
保

険
料

〕

※
補

正
後

の
保

険
料

格
差

の
原

因
と
し
て
は

、
地

域
の

所
得

格
差

、
年

齢
格

差
な
ど
の

他
、
徴

収
率

、
一

般
会

計

 
繰

入
や

基
金

の
取

り
崩

し
等

の
影

響
が

考
え
ら
れ

る
。
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市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
２
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市
町
村
国
保
の
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険
料
比
較
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２
）
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名
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目
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２
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３
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３
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12
4,

95
4円

63
,5

34
円

協
会
け
ん
ぽ
保
険
料

（
本
人
分
）

 

61
,4

20
円

国
保

保
険

料
市

平
均

18
7,

17
6円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

19
3,

43
4円

〔
保

険
料

〕

〔
地

域
差

指
数

（
受

診
程

度
の

差
）
補

正
後

の
保

険
料

〕

ケ
ー
ス
２

 

夫
婦
＋
子
供
二
人
世
帯
（
低
所
得
）

夫

 

15
0万

円
（
給
与
収
入
）

 

妻

 

12
0万

円
（
給
与
収
入
）

子
供

は
二

人
と
も
収

入
な
し

原
則
、
応
益
割
２
割
軽
減
適
用

※
補

正
後

の
保

険
料

格
差

の
原

因
と
し
て
は

、
地

域
の

所
得

格
差

、
年

齢
格

差
な
ど
の

他
、
徴

収
率

、
一

般
会

計

 
繰

入
や

基
金

の
取

り
崩

し
等

の
影

響
が

考
え
ら
れ

る
。

-76-



市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
３
）

市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
３
）

ケ
ー
ス
３

 

夫
婦
＋
子
供
二
人
世
帯
（
中
間
所
得
）

夫

 

25
0万

円
（
給
与
収
入
）

 

妻

 

10
0万

円
（
給
与
収
入
）

子
供

は
二

人
と
も
収

入
な
し

市
町
村
名

国
保
保
険
料

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

29
2,

64
0円

19
0,

27
0円

２
番
目
に
高
い

29
2,

20
0円

18
9,

83
0円

３
番
目
に
高
い

28
0,

34
0円

17
7,

97
0円

３
番
目
に
低
い

19
1,

82
0円

89
,4

50
円

２
番
目
に
低
い

16
8,

85
0円

66
,4

80
円

最
低
位

16
4,

37
0円

62
,0

00
円

協
会

け
ん
ぽ

保
険

料

（
本
人
分
）

 

10
2,

37
0円

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

国
保

保
険

料
市

平
均

24
8,

48
7円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

24
6,

84
0円

市
町

村
格

差
は

１
．
９
倍

（
1
5
8
,1
1
8
円

）

市
町

村
格

差
は

１
．
８
倍

（
1
2
8
,2
7
0
円

）

市
町
村
名

国
保
保
険
料

（
地
域
差
指
数
補
正
後
）

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

33
0,

59
0円

22
8,

22
0円

２
番
目
に
高
い

30
6,

61
1円

20
4,

24
1円

３
番
目
に
高
い

29
9,

34
1円

19
6,

97
1円

３
番
目
に
低
い

22
5,

34
0円

12
2,

97
0円

２
番
目
に
低
い

19
4,

52
1円

92
,1

51
円

最
低
位

17
2,

47
2円

70
,1

02
円

協
会
け
ん
ぽ
保
険
料

（
本
人
分
）

 

10
2,

37
0円

国
保

保
険

料
市

平
均

26
2,

49
6円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

26
0,

75
4円

〔
保

険
料

〕

〔
地

域
差

指
数

（
受

診
程

度
の

差
）
補

正
後

の
保

険
料

〕

※
補

正
後

の
保

険
料

格
差

の
原

因
と
し
て
は

、
地

域
の

所
得

格
差

、
年

齢
格

差
な
ど
の

他
、
徴

収
率

、
一

般
会

計

 
繰

入
や

基
金

の
取

り
崩

し
等

の
影

響
が

考
え
ら
れ

る
。

-77-



市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
４
）

市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
４
）

市
町
村
名

国
保
保
険
料

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

45
,6

00
円

12
,8

40
円

２
番
目
に
高
い

42
,7

50
円

9,
99

0円

３
番
目
に
高
い

42
,0

20
円

9,
26

0円

３
番
目
に
低
い

25
,1

00
円

△
7,

66
0円

２
番
目
に
低
い

24
,3

70
円

△
8,

39
0円

最
低
位

15
,9

30
円

△
16

,8
30

円

協
会

け
ん
ぽ

保
険

料

（
本
人
分
）

 

32
,7

60
円

ケ
ー
ス
４

 

高
齢
夫
婦
世
帯
（
基
礎
年
金
の
み
）

夫

 

80
万
円
（
年
金
収
入
）

 

妻

 

80
万
円
（
年
金
収
入
）

市
町
村
名

国
保
保
険
料

（
地
域
差
指
数
補
正
後
）

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

49
,5

52
円

16
,7

92
円

２
番
目
に
高
い

46
,9

26
円

14
,1

66
円

３
番
目
に
高
い

43
,6

75
円

10
,9

15
円

３
番
目
に
低
い

26
,2

83
円

△
6,

47
7円

２
番
目
に
低
い

25
,0

21
円

△
7,

73
9円

最
低
位

18
,8

52
円

△
13

,9
08

円

協
会
け
ん
ぽ
保
険
料

（
本
人
分
）

 

32
,7

60
円

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

国
保

保
険

料
市

平
均

27
,7

10
円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

36
,6

07
円

国
保

保
険

料
市

平
均

29
,5

08
円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

38
,6

69
円

市
町

村
格

差
は

２
．
６
倍

（
30

,7
00

円
）

市
町

村
格

差
は

２
．
９
倍

（
29

,6
70

円
）

〔
保

険
料

〕

〔
地

域
差

指
数

（
受

診
程

度
の

差
）
補

正
後

の
保

険
料

〕

応
益
割
７
（
６
）
割
軽
減
適
用

※
補

正
後

の
保

険
料

格
差

の
原

因
と
し
て
は

、
地

域
の

所
得

格
差

、
年

齢
格

差
な
ど
の

他
、
徴

収
率

、
一

般
会

計

 
繰

入
や

基
金

の
取

り
崩

し
等

の
影

響
が

考
え
ら
れ

る
。

※
協

会
け
ん
ぽ

の
保

険
料

は
、
夫

の
年

金
収

入
を
給

与
収

入
と
し
、
妻

は
夫

の
扶

養
家

族
と
仮

定
。

-78-



市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
５
）

市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
５
）

市
町
村
名

国
保
保
険
料

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

13
1,

13
0円

49
,2

30
円

２
番
目
に
高
い

12
7,

61
0円

45
,7

10
円

３
番
目
に
高
い

12
5,

88
0円

43
,9

80
円

３
番
目
に
低
い

92
,4

60
円

10
,5

60
円

２
番
目
に
低
い

79
,6

90
円

△
2,

21
0円

最
低
位

69
,3

50
円

△
12

,5
50

円

協
会

け
ん
ぽ

保
険

料

（
本
人
分
）

 

81
,9

00
円

ケ
ー
ス
５

 

高
齢
夫
婦
世
帯
（
厚
生
年
金
あ
り
）

夫

 

20
0万

円
（
年
金
収
入
）

 

妻

 

80
万
円
（
年
金
収
入
）

市
町
村
名

国
保
保
険
料

（
地
域
差
指
数
補
正
後
）

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

15
4,

63
4円

72
,7

34
円

２
番
目
に
高
い

13
8,

60
7円

56
,7

07
円

３
番
目
に
高
い

13
8,

17
8円

56
,2

78
円

３
番
目
に
低
い

10
6,

17
6円

24
,2

76
円

２
番
目
に
低
い

82
,0

71
円

17
1円

最
低
位

81
,3

99
円

△
50

1円

協
会
け
ん
ぽ
保
険
料

（
本
人
分
）

 

81
,9

00
円

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

国
保

保
険

料
市

平
均

10
8,

26
0円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

11
5,

77
5円

国
保

保
険

料
市

平
均

11
4,

53
1円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

12
2,

42
3円

市
町

村
格

差
は

１
．
９
倍

（
73

,2
35

円
）

市
町

村
格

差
は

１
．
９
倍

（
61

,7
80

円
）

〔
保

険
料

〕

〔
地

域
差

指
数

（
受

診
程

度
の

差
）
補

正
後

の
保

険
料

〕

原
則
、
応
益
割
２
割
軽
減
適
用

※
補

正
後

の
保

険
料

格
差

の
原

因
と
し
て
は

、
地

域
の

所
得

格
差

、
年

齢
格

差
な
ど
の

他
、
徴

収
率

、
一

般
会

計

 
繰

入
や

基
金

の
取

り
崩

し
等

の
影

響
が

考
え
ら
れ

る
。

※
協

会
け
ん
ぽ

の
保

険
料

は
、
夫

の
年

金
収

入
を
給

与
収

入
と
し
、
妻

は
夫

の
扶

養
家

族
と
仮

定
。

-79-



市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
６
）

市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
６
）

市
町
村
名

国
保
保
険
料

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

37
,2

00
円

4,
44

0円

２
番
目
に
高
い

33
,3

00
円

54
0円

３
番
目
に
高
い

32
,4

80
円

△
28

0円

３
番
目
に
低
い

16
,8

00
円

△
15

,9
60

円

２
番
目
に
低
い

15
,3

90
円

△
17

,3
70

円

最
低
位

10
,0

50
円

△
22

,7
10

円

協
会

け
ん
ぽ

保
険

料

（
本
人
分
）

 

32
,7

60
円

市
町
村
名

国
保
保
険
料

（
地
域
差
指
数
補
正
後
）

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

38
,3

02
円

5,
54

2円

２
番
目
に
高
い

36
,5

53
円

3,
79

3円

３
番
目
に
高
い

34
,6

88
円

1,
92

8円

３
番
目
に
低
い

17
,0

21
円

△
15

,7
39

円

２
番
目
に
低
い

15
,8

01
円

△
16

,9
59

円

最
低
位

11
,8

93
円

△
20

,8
67

円

協
会
け
ん
ぽ
保
険
料

（
本
人
分
）

 

32
,7

60
円

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

国
保

保
険

料
市

平
均

18
,9

93
円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

27
,8

70
円

国
保

保
険

料
市

平
均

20
,3

14
円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

29
,4

08
円

市
町

村
格

差
は

３
．
２
倍

（
26

,4
09

円
）

市
町

村
格

差
は

３
．
７
倍

（
27

,1
50

円
）

〔
保

険
料

〕

〔
地

域
差

指
数

（
受

診
程

度
の

差
）
補

正
後

の
保

険
料

〕

ケ
ー
ス
６

 

高
齢
単
身
世
帯
（
基
礎
年
金
の
み
）

世
帯

主

 

80
万
円
（
年
金
収
入
）

応
益
割
７
（
６
）
割
軽
減
適
用

※
補

正
後

の
保

険
料

格
差

の
原

因
と
し
て
は

、
地

域
の

所
得

格
差

、
年

齢
格

差
な
ど
の

他
、
徴

収
率

、
一

般
会

計

 
繰

入
や

基
金

の
取

り
崩

し
等

の
影

響
が

考
え
ら
れ

る
。

※
協

会
け
ん
ぽ

の
保

険
料

は
、
年

金
収

入
を
給

与
収

入
と
仮

定
。

-80-



市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
７
）

市
町
村
国
保
の
保
険
料
比
較
（
７
）

市
町
村
名

国
保
保
険
料

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

10
5,

69
0円

23
,7

90
円

２
番
目
に
高
い

10
5,

21
0円

23
,3

10
円

３
番
目
に
高
い

10
0,

68
0円

18
,7

80
円

３
番
目
に
低
い

76
,0

60
円

△
5,

84
0円

２
番
目
に
低
い

65
,9

30
円

△
15

,9
70

円

最
低
位

53
,6

70
円

△
28

,2
30

円

協
会

け
ん
ぽ

保
険

料

（
本
人
分
）

 

81
,9

00
円

市
町
村
名

国
保
保
険
料

（
地
域
差
指
数
補
正
後
）

協
会
け
ん
ぽ
と
の
差

最
高
位

12
4,

63
4円

42
,7

34
円

２
番
目
に
高
い

11
2,

35
2円

30
,4

52
円

３
番
目
に
高
い

11
0,

51
6円

28
,6

16
円

３
番
目
に
低
い

83
,5

89
円

1,
68

9円

２
番
目
に
低
い

67
,3

44
円

△
14

,5
56

円

最
低
位

63
,5

15
円

△
18

,3
85

円

協
会
け
ん
ぽ
保
険
料

（
本
人
分
）

 

81
,9

00
円

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

上
位

３
市

町
村

下
位

３
市

町
村

国
保

保
険

料
市

平
均

85
,0

12
円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

92
,7

49
円

国
保

保
険

料
市

平
均

90
,0

11
円

国
保

保
険

料
町

村
平

均

98
,0

37
円

市
町

村
格

差
は

２
．
０
倍

（
61

,1
19

円
）

市
町

村
格

差
は

２
．
０
倍

（
52

,0
20

円
）

〔
保

険
料

〕

〔
地

域
差

指
数

（
受

診
程

度
の

差
）
補

正
後

の
保

険
料

〕

ケ
ー
ス
７

 

高
齢
単
身
世
帯
（
厚
生
年
金
あ
り
）

世
帯
主

 

20
0万

円
（
年
金
収
入
）

原
則
、
応
益
割
２
割
軽
減
適
用

※
補

正
後

の
保

険
料

格
差

の
原

因
と
し
て
は

、
地

域
の

所
得

格
差

、
年

齢
格

差
な
ど
の

他
、
徴

収
率

、
一

般
会

計

 
繰

入
や

基
金

の
取

り
崩

し
等

の
影

響
が

考
え
ら
れ

る
。

※
協

会
け
ん
ぽ

の
保

険
料

は
、
年

金
収

入
を
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仮
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２０２５年度における国保保険料の推計について

前提

○制度は将来においても現在と同様と仮定し、人口構成の変化に伴う国保被保険者の

変化を踏まえながら、下記の前提に基づいて機械的に試算を行う。高齢化による医

療費の増加は織り込んでいるものの、医療の高度化等の影響は織り込んでいない。

○介護保険分については試算の対象としない。

○ 2025 年の市町村の年齢階層ごとの国保加入者割合は、平成 20 年（2008 年）と同一

と仮定。

①財政全体

１．収入

保険料

最終的な収支が合うよう、支出総額から前期高齢者交付金の収入等を除いて保険料

収入額を決定。

国庫支出金

定率負担（療養給付費等負担金）

［保険給付費＋後期高齢者支援金－前期高齢者交付金－保険基盤安定／２］に占め

る療養給付費等負担金の割合は 2008 年度と同様と仮定。

調整交付金

［保険給付費＋後期高齢者支援金－前期高齢者交付金－保険基盤安定／２］に占め

る調整交付金の割合は 2008 年度と同様と仮定。

前期高齢者交付金

当該保険者の前期高齢者１人当たり医療費と１人当たり後期高齢者支援金の合計

に、当該保険者の前期高齢者のうち、全国平均の前期高齢者加入割合を超える人数

を乗じて算定。

都道府県調整交付金

［保険給付費＋後期高齢者支援金－前期高齢者交付金－保険基盤安定／２］に占め

る調整交付金の割合は 2008 年度と同様と仮定。

共同事業交付金

高額医療費共同事業交付金

2008 年度から 2025 年度の保険給付費の伸び率と同様と仮定。

保険財政共同安定化事業交付金

2008 年度から 2025 年度の保険給付費の伸び率と同様と仮定。
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一般会計繰入金

保険基盤安定

軽減世帯の軽減された国保料及び軽減された被保険者数に比例した支援金を積算し

た額を算定。

財政安定化支援事業

全国の総額が定まっているため 2008 年度と同額と仮定。

その他

2008 年度と同額と仮定。

その他の収入

2008 年度から 2025 年度の保険給付費の伸び率と同様と仮定。（療養給付費等交付金

を除く）

２．支出

総務費

2008 年度から 2025 年度の保険給付費の伸び率と同様と仮定。

保険給付費

2008 年度の年齢階層別１人当たり医療費（医科レセプト分）を基に、人口構成の変

化を考慮して保険給付費の伸び率を推計し、算定。

後期高齢者支援金

2025 年の後期高齢者医療費の予測額（日医総研による推計値）から被保険者１人当

たりの後期高齢者支援金額を推計し、当該保険者の被保険者数を乗じて算定。

共同事業拠出金

高額医療費共同事業拠出金

2008 年度から 2025 年度の保険給付費の伸び率と同様と仮定。

保険財政共同安定化事業拠出金

2008 年度から 2025 年度の保険給付費の伸び率と同様と仮定。

保健事業費

2008 年度から 2025 年度の保険給付費の伸び率と同様と仮定。

その他の支出

2008 年度から 2025 年度の保険給付費の伸び率と同様と仮定。（老人保健拠出金を除

く）
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②世帯ごとの保険料額

１．基本的考え方

賦課方式

○保険料賦課総額は、保険料収入額を基に 2008 年度の徴収率を踏まえて算定。

○賦課限度額を超える額の割合は、2008 年度と同様と仮定。

○各市町村の賦課方式（３方式、４方式）は 2008 年度と同一と仮定。

配分割合

○保険料賦課総額に占める所得割等の割合は、2008 年度実績値と同一とする。

２．賦課額の詳細

所得割

○賦課総額のうち所得割分を所得総額で除し、１人当たり所得額を乗じて算定。

○所得総額は、年齢階層別の１人当たりの所得は不変と仮定し、人口構成の変動に合

わせて推計。

資産割

○賦課総額のうち資産割分を資産額の合計で除して算定。

○一世帯あたりの資産額は、2008 年度の一世帯あたりの資産額と同一と仮定。

均等割

○賦課総額のうち均等割分を被保険者数で除して算定。

○被保険者数は、2008 年度の年齢階層別国保加入割合を基に、人口構成の変化を考慮

して推計。

平等割

○賦課総額のうち平等割分を世帯数で除して算定。

○世帯数は、2008 年度から 2025 年度までの被保険者数の変化に一世帯あたりの増減

の傾向を加味して推計。

資料出所

○市町村別年齢階層別人口は、2005 年国勢調査の結果を使用。

○ 2025 年予測人口は、国立社会保障・人口問題研究所による市区町村別男女５歳階

級別データを使用（出生中位（死亡中位）推計）。

○国民健康保険加入割合は、平成 20 年度国民健康保険実態調査（保険者票・京都府

分）を使用。
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京都府　人口の将来推計

0
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2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

[万人]

0～4歳 5～14歳 15～24歳 25～34歳 35～44歳

45～54歳 55～64歳 65～74歳 75歳～

11.9% 12.2%
14.4%

13.8%
11.2%

11.2%
12.8%

10.2%
11.2%

13.1%
15.5%

18.7%
19.6%

19.5%

％は全人口に占める後期高齢者、前期高齢者それぞれの割合を表す

2008年　　　　住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数（平成２０年３月３１日現在）
2010年以降　社会保障・人口問題研究所 『日本の都道府県別将来推計人口』（平成19年5月推計）

実績     推計

京都府　前期・後期高齢者数の将来推計

39.2

46.5

44.4

30.4
32.1

37.4

34.9

27.5

26.6
29.1

45.9

33.8

29.4

26.1

20
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40

45

50

2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

[万人] 前期高齢者(65～74歳) 後期高齢者(75歳～)

(　)内は2008年を100とした時の％を表す

[100]

2008年　　　　住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数（平成２０年３月３１日現在）
2010年以降　社会保障・人口問題研究所 『日本の都道府県別将来推計人口』（平成19年5月推計）

(100)

(105)

(123)

(115)

(91)

(87)
(96)[112]

[129]

[176] [178]

[170]

[150]

実績     推計
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京都府　国保被保険者数の将来推計
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1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020 2025

[千人]
0～64歳 65～74歳 75歳以上

2009年まで　国民健康保険実態調査
2015年以降　将来推計人口に基づき京都府で推計

実績     推計
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京都府　国保医療費の将来推計

1,365

1,501

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

2008年 2025年

[億円]

(100)

(91)

京都府　後期高齢者支援金の将来推計

609

263

0

100

200

300

400

500

600

700

2008年 2025年

[億円]

(100)

(232)

2008年　国保レセプトデータ（医科のみ）
2025年　年齢階層別将来推計人口に基づき京都府で推計

2008年： 38,561 円

2025年： 102,183 円

被保険者１人当たり後期高齢者支援金額

2008年　国民健康保険事業年報
2025年　年齢階層別将来推計人口に基づき京都府で推計

2008年： 220,139 円

2025年： 229,115 円

被保険者１人当たり医療費
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京都府 必要となる保険料の将来推計

400
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600
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2025

[億円]
(　)内は2008年を100とした時の％を表す

(100)

(115)
(117) (117)

(121) (128)

(132) (131)

(129)

実績     推計

2008年まで　国民健康保険事業概要
2025年　　　 年齢階層別将来推計人口に基づき京都府で推計

2008年： 77,191 円

2025年： 118,092 円

被保険者１人当たり保険料（調定額）
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16%

7%

4%

2%

8%

6%
1%

27%

3%

26%

保険料(税)

国、療養費等負担金

国、調整交付金等

前期高齢者交付金

府、調整交付

共同事業拠出金
高額医療費

共同事業拠出金
財政共同安定化

一般会計繰入金
保険基盤安定

一般会計繰入金
その他一般会計繰入金

財政安定化支援

一般会計
繰入金

共同事業
拠出金

2025年
収入

2,367億円※

国庫
支出金

2025年度
（推計）

2008年度
（実績）

23%

17%

7%

8%

21%

4%

2%

9%

4%
1% 4%

保険料(税)

国、療養費等負担金

国、調整交付金等

前期高齢者交付金

府、調整交付金

共同事業拠出金
高額医療費

共同事業拠出金
財政共同安定化

一般会計繰入金
保険基盤安定

一般会計繰入金
その他

一般会計繰入金
財政安定化支援

療養給付費等
交付金

一般会計
繰入金

共同事業
拠出金

国庫
支出金

2008年
収入

2,254億円※

※介護分を含まない

収　入

2008年　国民健康保険事業概要、国民健康保険実態調査
2025年　年齢階層別将来推計人口に基づき京都府で推計

京都府　将来の国保財政の状況
（現行制度が継続するとした場合の推計）
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2%

2%

8%

26%

61%

保険給付費

後期高齢者支援金

共同事業拠出金
高額医療費

総務費
共同事業拠出金
財政共同安定化

保健事業

共同事業
拠出金

2025年
支出

2,367億円※

2025年度
（推計）

2008年度
（実績）

3%

2%

9%

12%

2%

71%

保険給付費

後期高齢者支援金

共同事業拠出金
高額医療費

総務費
共同事業拠出金
財政共同安定化

保健事業費

老人保健拠出金

共同事業
拠出金

2008年
支出

2,266億円※

※介護分を含まない

京都府　将来の国保財政の状況
（現行制度が継続するとした場合の推計）

2008年　国民健康保険事業概要、国民健康保険実態調査
2025年　年齢階層別将来推計人口に基づき京都府で推計

支　出
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第５章関係





医師総数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

国全体 243,201 191.6 249,574 195.8 256,668 201.0 263,540 206.3 271,897 212.9

府全体 6,657 251.7 6,811 257.8 6,815 258.3 7,212 272.8 7,340 279.2

丹　後 167 142.1 169 151.9 160 143.3 167 151.6 157 146.4

中　丹 439 203.2 461 220.4 441 208.7 421 200.4 420 202.8

南　丹 204 135.9 209 144.5 229 155.3 243 165.3 234 161.4

京都・乙訓 5,140 317.0 5,265 349.6 5,233 322.4 5,573 343.8 5,716 353.5

山城北 609 137.6 607 141.5 641 144.0 682 153.1 675 151.2

山城南 98 101.6 100 100.6 111 101.9 126 114.4 138 122.7

産科・産婦人科医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

国全体 11059 8.7 11,034 8.7 10,594 8.3 10,074 7.9 10,389 8.1

府全体 285 10.8 281 10.6 261 9.9 247 9.3 254 9.6

丹　後 10 8.5 10 8.6 10 8.8 8 7.3 8 7.5

中　丹 22 10.2 21 9.8 19 8.9 15 7.1 17 8.2

南　丹 10 6.7 10 6.7 8 5.4 8 5.4 8 5.5

京都・乙訓 211 13.0 209 12.9 196 12.1 186 11.5 179 11.1

山城北 28 6.3 27 6.1 23 5.2 25 5.6 20 4.5

山城南 4 4.1 4 3.9 5 4.7 5 4.5 7 6.2

小児科医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

医師数
10万人対
医師数

国全体 14,156 11.2 14,481 11.4 14,677 11.5 14,700 11.5 15,236 11.9

府全体 395 14.9 420 15.9 347 13.2 391 14.8 393 14.9

丹　後 6 5.1 7 6.1 6 5.3 7 6.4 7 6.5

中　丹 22 10.2 25 11.6 26 12.2 21 10.0 18 8.7

南　丹 16 10.7 22 14.7 19 12.8 23 15.6 21 14.5

京都・乙訓 293 18.1 306 18.9 237 14.6 277 17.1 284 17.6

山城北 48 10.8 49 11.1 48 10.8 51 11.4 48 10.8

山城南 10 10.4 11 10.8 11 10.3 12 10.9 15 13.3

資料：医師・歯科医師・薬剤師調査

平成20年度

平成20年度

二次医療圏ごとの医師数推移（平成１２年～平成２０年）

※　医療施設従事者数
平成14年度 平成16年度 平成18年度平成12年度 平成20年度

平成16年度平成14年度 平成18年度

平成12年度 平成14年度 平成16年度 平成18年度

平成12年度
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＜医療機関関係の権限＞ 国 府県 市町村 保険者

1 基準病床数の算定標準の策定 ○

2 医療計画の策定（基準病床数の決定） ○

3 基準病床数に基づく病院・診療所の開設許可制限 ○

4 病院の法定人員及び施設の基準策定 ○

5 人員及び施設基準に基づく医療監視 ○

6 救急病院・救急診療所の認定 ○

7 救命救急センターの指定 （協議） ○

8 災害拠点病院等の指定 （協議） ○

9 がん診療連携拠点病院等の指定 ○

10 医療機関情報として開示すべき情報の決定 ○

11 医療機関情報の収集・公表 ○

＜人材確保関係の権限＞ 国 府県 市町村 保険者

1 医科大学の設置 ○ （一部） （一部）

2 医学部定員の決定 ○

3 臨床研修病院の指定 ○

4 医療対策協議会による医師派遣調整 ○

5 自治医大卒業医師の派遣 ○

6 地域医療確保奨学金の交付決定 ○

＜医療保険関係の権限＞ 国 府県 市町村 保険者

1 市町村国保の運営 ○

2 協会けんぽの指導監督 ○

3 後期高齢者医療制度の運営 広域連合

4 保険医療機関の指定・監督 ○

5 診療報酬の設定 ○

6 医療費適正化計画の策定 ○

＜保健事業関係の権限＞ 国 府県 市町村 保険者

1 健康増進計画の策定 ○

2 特定健診・特定保健指導の実施 ○

3 がん検診等老人保健事業の実施 ○

保健医療政策における主な役割分担
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京都健康医療よろずネット

平成20年度から、病院や診療所、薬局等に関する各種情報を収集し、府民の皆さんに健
康で充実した生活を送っていただけるよう、総合的な健康医療情報を提供するホームページ
を開設しました。

１ 名 称
「京都健康医療よろずネット」

２ 特 色△

京都府が収集した病院や診療所、薬局等に関する情報を提供（随時更新）△

必要な情報を速やかに取り出せるよう各種検索機能を充実△

「救急医療情報システム」も一体的に運用。休日等に受診することができる身近な
医療機関の情報等も検索・閲覧できます。

３ 主な情報内容
施設の所在地や電話番号、交通案内等の基本情報のほか、病院等では、健康診断等の実

施状況や診療可能な疾患や治療内容等、各種機能情報が閲覧できます。△

病院、診療所･･･専門診療の実施状況、保有施設・設備状況、専門医師数 等△

調剤薬局･･･服薬・介護・生活習慣病等に関する相談、各種調剤の実施状況 等△

リハビリ施設･･･設備等の状況、言語聴覚療法等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽの種類 等

４ ＨＰアドレス△

http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/
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京都府医療安全相談コーナーの概要

＜相談体制の概要＞

△

昭和５５年の厚生省通知に基づき、「医療相談コーナー」を設置。

△

平成15年度より、専任の相談職員を配置。

△

改正医療法の施行（H20.4)により、医療法第6条の11に規定する「医療安全支

援センター」として運営

１ 名 称 京都府医療安全相談コーナー（医療課内）

２ 相談方法 電話及び面談（面談は事前予約制）

３ 専用電話 ０７５－４５１－９２９２（相談専用電話）

０７５－４３１－３９７０（ＦＡＸ）

４ 相 談 員 看護師

５ そ の 他 府保健所（７箇所）においても担当職員が随時対応

＊京都市も、市役所に専任職員を配置し同様の対応を実施

＜相談件数＞

○平成２０年度 ８００件（苦情 ５８８件、相談 ２１２件）

＜主な相談事例など＞

○医療機関の処置、対応などへの苦情等

・医師等の説明が十分受けられない（治療結果に納得できない。投薬期間が長い。

診断書の交付等）

・看護職員や事務職員の対応等への不満

・カルテやレセプトの開示方法等

・個人情報の取扱いに関する疑義。診療拒否行為など

○医療に関する相談・情報提供

・医療機関の紹介（近くの医療機関、診療科目等）

・民間の相談窓口や他府県の医療相談窓口の紹介

・在宅医療に係る事項 等

▲

京都府医療安全相談コーナーのホームページアドレス（おこしやす京都）にも

主な相談を掲載

http://www.pref.kyoto.jp/iryo/soudan/soudanko_na_.html
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～平成２０年受療行動調査の概況（厚生労働省）～

医療機関の情報の入手状況
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第６章関係





国
保

の
都
道
府
県
単
位

の
一

元
化

市
町

村
単

位
の

小
規

模
保

険
者

に
よ
る
運

営
は

限
界

• 
２
６
の

市
町

村
中

、
赤

字
決

算
が

２
０
（
平

成
２
０
年

度
）

※
一

般
会

計
か

ら
の

任
意

繰
入

分
等

を
除

外

保
健
医
療
政
策
の
実
施
主
体
が
分
散
し
、
効
果
的
な
取
り
組
み
を

実
施

し
に
く
い

• 
都

道
府

県
は

市
町

村
域

を
越

え
る

医
療

提
供

体
制

の
整

備
に

責
任

安
心
の
た
め
、

市
町

村
国

保
を
都

道
府

県
単

位
で
一

元
化

す
る
な
ど
、

広
域
行
政
を
担
う
都
道
府
県
の
役
割
の
抜
本
的
見
直
し
を
！

・

 
保

険
運

営
→

市
町

村
な
ど
、
診

療
報

酬
→

国
、
保

険
医

療
機

関
指

導
→

国
・

 
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
が
な
く
、
疾
病
や
医
療
機
関
の
状
況
把
握
が
困
難
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国
保
一
元
化
の
前
提

○
市
町
村
国
保
の
構
造
的
問
題
・
・
・
人
口
構
成
や
就
業
構
造

 
の
変
化
に
よ
る
市
町
村
国
保
財
政
の
悪
化

様
々

な
財

政
支

援
措

置
が

講
じ
ら
れ

て
い
る
も
の

の

市
町

村
に
対

す
る
交

付
税

の
総

額
は

大
幅

に
削

減

⇒
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
確
保
の
観
点
か
ら
国
に
よ
る
財
源

保
障
が
必
要

給
付

費
に
対

す
る
国

庫
負

担
の

割
合

の
引

き
上

げ
等
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①
保
険
財
政
の
安
定
化

保
険
単
位
を
大
き
く
し
て
リ
ス
ク
を
平
準
化
。
財
政
上
の
国
の
役
割
の
強
化
と

あ
わ

せ
て
、
保

険
財

政
を
安

定
化

。

②
効
率
的
・
効
果
的
な
保
険
運
営
と
医
療
の
質
の
向
上

患
者

の
立

場
に
立

っ
て
医

療
の

質
を
向

上
。

都
道
府
県
の
医
療
政
策
と
の
相
乗
効
果
発
揮
。

事
務
の
効
率

化
。

地
域
特
性
を
踏
ま
え
た
保
健
事
業
の
促
進
と
実
効
性
あ
る
徴
収
体
制
の
確
立
。

③
公
平
な
保
険
料

保
険

料
水

準
の

平
準

化
、
給

付
と
負

担
の

バ
ラ
ン
ス
に
配

慮
。

④
住
民
の
理
解

簡
明

で
責

任
の

所
在

が
明

確
な
制

度
。

①
保
険
財
政
の
安
定
化

保
険
単
位
を
大
き
く
し
て
リ
ス
ク
を
平
準
化
。
財
政
上
の
国
の
役
割
の
強
化
と

あ
わ

せ
て
、
保

険
財

政
を
安

定
化

。

②
効
率
的
・
効
果
的
な
保
険
運
営
と
医
療
の
質
の
向
上

患
者

の
立

場
に
立

っ
て
医

療
の

質
を
向

上
。

都
道
府
県
の
医
療
政
策
と
の
相
乗
効
果
発
揮
。

事
務
の
効
率

化
。

地
域
特
性
を
踏
ま
え
た
保
健
事
業
の
促
進
と
実
効
性
あ
る
徴
収
体
制
の
確
立
。

③
公
平
な
保
険
料

保
険

料
水

準
の

平
準

化
、
給

付
と
負

担
の

バ
ラ
ン
ス
に
配

慮
。

④
住
民
の
理
解

簡
明

で
責

任
の

所
在

が
明

確
な
制

度
。

国
保
一
元
化
の
基
本
理

念

-103-



保
険
者
に
つ
い
て
の
比
較

Ａ
都
道
府
県

（
一
定
の
事
務
は
市
町
村
）

Ｂ
都
道
府
県
と
市
町
村
に
よ
る
広
域
連
合

（
一
定
の
事
務
は
市
町
村
）

住
民

と
の

距
離

・
住

民
が

日
頃

か
ら
関

わ
る
こ
と
の

で
き
る
地

方
公

 
共
団
体
。

・
住

民
に
と
っ
て
距

離
が

あ
る
地

方
公

共
団

体
。

組
織

・
都

道
府

県
庁

内
で
事

務
を
実

施
す
る
た
め
、
人

 
員

の
強

化
が

必
要

。
・
組

織
内

で
ノ
ウ
ハ

ウ
を
承

継
し
や

す
い
。

・
事

務
局

の
人

員
の

確
保

の
ほ

か
、
議

会
の

設
置

等

 
の

事
務

コ
ス
ト
が

必
要

。

意
思
決
定

・
協

議
会

を
設

け
る
な
ど
、
一

定
の

事
務

を
担

う
市

 
町

村
の

意
向

を
取

り
入

れ
る
仕

組
み

が
必

要
。

・
支

援
の

重
点

化
な
ど
、
市

町
村

間
の

利
害

が
対

 
立

す
る
事

項
に
つ
い
て
、
指

導
力

を
発

揮
し
や

す

 
い
。

・
運

営
に
当

た
り
市

町
村

の
意

向
を
取

り
入

れ
や

す

 
い
。

・
市

町
村

間
の

利
害

が
対

立
す
る
事

項
に
つ
い
て
、

 
調

整
に
時

間
を
要

す
る
。

他
政

策
と
の

 
関

係
・
都

道
府

県
が

医
療

保
険

を
含

め
た
保

健
医

療
政

 
策

を
一

体
的

に
担

う
。

・
都

道
府

県
と
市

町
村

の
協

調
体

制
の

下
、
医

療
保

 
険

と
そ
の

他
の

保
健

医
療

政
策

を
実

施
。
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制
度
案
①
：
市
町
村
別
方
式

単
一
の
運
営
主
体
の
下
、
各
市
町
村
単
位
で
収
支
均
衡

 
⇒
市
町
村
の
自
立
的
運
営
を
維
持
。

• 
広
域
化
に
よ
り
事
務
処
理
は
効
率
化
。

• 
保
険
料
格
差
は
是
正
さ
れ
な
い
が
、
保
健
事
業
や
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
現
状
と
同
様
の
取

 
組
が
期
待
さ
れ
る
。

運
営
主

体
広
域
事
務
局
（
保
険
証
発
行
、
給
付
管
理
な
ど
の
統
一
的
事
務
処
理
）

保
険
料

設
定

・
徴

収

保
健

事
業

被
保

険
者

市
町

村
市

町
村

単
位

で
収

支
均

衡
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制
度
案
②
：
全
体
一
律
方
式

保
険
料
設
定
な
ど
の
制
度
運
営
は
基
本
的
に
都
道
府
県
単
位
で
統
一

⇒
都

道
府

県
内

で
は
地
域
ご
と
に
差
を
設
け
な
い
。

• 
仕

組
み

が
簡

明
で
あ
り
、
ま
た
市

町
村
ご
と
の
保
険
料
格
差
が
相
当
程
度
解
消
。

• 
医
療
資
源
の
少
な
い
地
域
や
健
康
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
地
域
の
賛
同
が
得
に
く

 
い
可
能
性
。

運
営
主

体

広
域
事
務
局
（
統
一
的
事
務
処
理
）

都
道
府
県
単
体
で
収
支
均
衡
（
統
一
し
た
保
険
料
率
設
定
）

保
健
事
業
の
企
画

保
険

料

徴
収

保
健

事
業

市
町

村

被
保

険
者
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制
度
案
③
：
ブ
ロ
ッ
ク
別
方
式

単
一
の
運
営
主
体
の
下
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
（
二
次
医
療
圏
）
ご
と
に
収
支
均
衡

⇒
市
町
村
ご
と
の
格
差
の
是
正
を
図
り
つ
つ
、
一
定
程
度
地
域
性
を
踏
ま
え
た
取
組
を
可
能
と
す
る
。

• 
二
次
医
療
圏
単
位
で
給
付
と
負
担
の
均
衡
を
図
る
こ
と
で
、
公
平
性
へ
の
配
慮
が
図
ら
れ
る
。

• 
各

市
町

村
が

地
域

性
を
踏

ま
え
て
保

健
事

業
に
取

り
組

む
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が

働
く
。

• 
ブ
ロ
ッ
ク
間
に
つ
い
て
の
保
険
料
格
差
と
い
う
課
題
は
残
る
。

運
営
主

体

広
域
事
務
局
（
統
一
的
事
務
処
理
）

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
保
険
料
率
設
定
（
地
域
差
指
数
に
応
じ
て
保
険
料
に
差
を
設
け
る
）

保
健
事
業
の
費
用
徴
収
・
配
分

保
険
料

徴
収

保
健

事
業

被
保

険
者

市
町

村
市

町
村

市
町

村
市

町
村

ブ
ロ
ッ
ク
単

位
で
収

支
均

衡
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２
つ
の
保
険
者
案
と
３
つ
の
制
度
案
の
組
み
合
わ
せ

制
度

案
保
険
者
に
つ
い
て
の

考
え
方

①
市
町
村
別
方
式

市
町
村
の
自
律
的
運
営
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
市

町
村

も
参

加
す
る
［
Ｂ
－

 
都
道
府
県
と
市
町
村
に
よ
る
広
域
連
合
］
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

②
全
体
一
律
方
式

様
々
な
事
務
が
都
道
府
県
単
位
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
事
務
の
繁
雑
さ
を
避
け
る

 
意
味
で
も
、
［
Ａ
－
都
道
府
県
］
と
す
る
こ
と
が
適

当
と
考

え
ら
れ

る
。

③
ブ
ロ
ッ
ク
別
方
式

保
健
事
業
の
促
進
な
ど
保
険
者
と
し
て
明
確
な
方
向
性
を
示
し
て
運
営
す
る
も
の

 
で
あ
り
、
住
民
に
対
す
る
責
任
の
所
在
が
明
ら
か
で
市
町
村
に
対
す
る
指
導
力
を

 
発
揮
し
や
す
い
［
Ａ
－
都
道
府
県
］
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
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